
奨学のための給付金制度は、原則は生活保護受給世帯、または県民税・市町村民税の所得割
額が０円の世帯を対象としています。【通常申請】
ただし、通常申請の支給対象とならない場合であっても、家計の急変により非課税世帯相当

に収入が減少したと認められる世帯についても同様に支援を受けることができます。【家計急
変による申請】

１ 解雇、倒産、離別、災害等の家計急変により保護者等の収入が減少し、

年間収入見込み額が非課税に相当すると認められる世帯であること

裏面もご確認ください→

補足：家計急変となる事由は原則として令和７年１月以降に発生したものであること。
ただし、令和６年中に発生した事由のうち病気、怪我等の継続性が認められるものに
ついては対象とします。

２ 保護者等が島根県に住所を有していること

３ 生徒が国公立高等学校等に在学しており、高等学校等就学支援金または学び直し支援金

を受給可能な期間内であること

４ 生徒が児童福祉法による児童入所施設措置費（見学旅行費又は特別育成費（母子生活

支援施設の高校生等を除く））の支弁対象でないこと

補足：保護者等が県外に住所を有している場合は、その都道府県にお問い合わせください。

年収見込世帯構成
2,216,000円未満３人世帯
2,716,000円未満４人世帯
3,216,000円未満５人世帯

（参考）
認定の目安となる収入額
（保護者等の年収の合計）

なお、新入生の前倒し給付を受給している場合は、記載の額から前倒し給付の額を引いた金額が支給額とな
ります。

５ 生活保護（生業扶助）受給世帯ではないこと

補足：令和７年７月１日時点で生活保護受給世帯の場合は、通常申請をご利用ください。

オモテ ⑥
「島根県奨学のための給付金（家計急変による申請）」

の制度案内

給付の対象となる世帯 ※以下の要件を全て満たすこと



１ 申請書（奨学のための給付金 家計急変による申請）
通帳の写しの貼付が必要

２ 家計急変事由確認書

※ １、２の様式は島根県のホームページからダウンロードするか、学校事務室にお問い
合わせください。

３ 家計急変を証明する①、②それぞれの書類
① 保護者等の令和７年度課税証明書

② 家計急変の発生事由、家計急変後の収入を証明する書類
（離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、罹災証明書等）

※ 給与の場合は直近３か月分の給与明細書

ウラ

〒690-8502   島根県松江市殿町１番地
島根県教育庁学校企画課（奨学のための給付金担当）

※申請書類の確認のために下記の番号からお電話をすることがあります。
TEL 0852-22-5799 （受付時間：平日9:00〜17:00）
島根県ホームページ：https://www.pref.shimane.lg.jp/gakkokikaku/syougaku.html

（右の二次元バーコードからもアクセスできます。）

・ 各学校事務室または、島根県教育庁学校企画課（奨学のための給付金担当）へ郵送でご
提出ください。

・ 年額給付（オモテ面の表ア）の金額となる場合の提出期限は７月３１日（木）です。
８月１日以降に提出があった申請については、６月以前に家計急変が発生している場合で

あっても、申請翌月からの月割り額（オモテ面の表イ）の金額での給付となります。

申請に必要な書類

提出先

https://www.pref.shimane.lg.jp/gakkokikaku/syougaku.html

